
 

○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
四
十
九
号 

鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
五
十
一
号
）
第
六
十
八
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
圧
縮
水
素
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
車
両
の
燃
料
電
池
等
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
告
示
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

国
土
交
通
大
臣 

中
野 

洋
昌 

 
 

 
 

 

圧
縮
水
素
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
車
両
の
燃
料
電
池
等
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
告
示 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
六
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
ガ
ス
を
燃
料
と

す
る
車
両
（
以
下
「
燃
料
電
池
車
両
」
と
い
う
。
）
の
燃
料
電
池
等
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

一 

水
素
貯
蔵
シ
ス
テ
ム 

水
素
ガ
ス
を
貯
蔵
し
、
燃
料
電
池
シ
ス
テ
ム
に
水
素
ガ
ス
を
供
給
す
る
シ
ス
テ
ム
を
い

う
。 



 

二 

燃
料
電
池
シ
ス
テ
ム 

水
素
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
か
ら
供
給
さ
れ
る
水
素
ガ
ス
を
使
用
し
て
発
電
を
す
る
シ
ス
テ
ム

（
空
気
供
給
装
置
、
加
湿
装
置
及
び
温
度
調
整
装
置
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

 

（
要
件
） 

第
三
条 

燃
料
電
池
車
両
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
普
通
鉄
道
の
車
両
で
あ
る

こ
と
。 

二 

集
電
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

燃
料
電
池
車
両
一
両
に
搭
載
で
き
る
水
素
ガ
ス
の
容
積
（
温
度
零
度
、
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
零
パ
ス
カ
ル
の
状
態
に
換
算
し
た
容
積
を
い
う
。
）
が
千
六
百
七
十
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

 

（
水
素
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
及
び
燃
料
電
池
シ
ス
テ
ム
） 

第
四
条 

水
素
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
及
び
燃
料
電
池
シ
ス
テ
ム
は
、
走
行
等
に
よ
る
振
動
及
び
衝
撃
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

燃
料
電
池
シ
ス
テ
ム
は
、
稼
働
す
る
こ
と
に
よ
り
大
気
中
に
排
出
す
る
ガ
ス
に
つ
い
て
、
着
火
し
た
際
に
燃
焼
が

継
続
し
な
い
水
素
濃
度
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
水
素
ガ
ス
容
器
） 



 

第
五
条 

水
素
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
の
水
素
ガ
ス
容
器
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
容
器
再
検
査
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
（
容
器

保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
第
二
条
第
十
三
の
六
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
刻
印
等
（
同
法
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
五
（
同
法
第
四
十
九
条
の
三
十

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
刻
印
又
は
標
章
の
掲
示
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
同
法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
表
示
が
当
該
容
器
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
っ
て
、

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
刻
印
又
は
標
章
の
掲
示
が
当
該
容
器
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

三 

屋
根
上
面
に
容
易
に
取
り
外
せ
な
い
よ
う
に
取
り
付
け
る
こ
と
。 

四 

移
動
及
び
損
傷
が
生
じ
な
い
よ
う
に
取
り
付
け
る
こ
と
。 

五 

漏
え
い
し
た
水
素
ガ
ス
が
滞
留
し
な
い
構
造
の
金
属
製
の
覆
い
を
設
け
る
こ
と
。 

六 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
弁
を
水
素
ガ
ス
容
器
に
直
接
取
り
付
け
る
こ
と
。 

イ 

水
素
ガ
ス
容
器
内
の
水
素
ガ
ス
の
流
出
を
遮
断
す
る
弁
（
電
源
の
供
給
が
断
た
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
水
素

ガ
ス
の
流
出
を
自
動
的
に
遮
断
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
主
止
弁
」
と
い
う
。
） 



 

ロ 

水
素
ガ
ス
容
器
か
ら
水
素
ガ
ス
の
充
塡
口
へ
の
水
素
ガ
ス
の
逆
流
を
防
止
す
る
弁
（
以
下
「
容
器
逆
止
弁
」

と
い
う
。
） 

ハ 
水
素
ガ
ス
容
器
内
の
水
素
ガ
ス
の
温
度
が
異
常
に
上
昇
し
水
素
ガ
ス
容
器
が
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
作
動
し
、
水
素
ガ
ス
を
放
出
す
る
弁
（
作
動
後
に
閉
止
状
態
と
な
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
「
容
器
安
全

弁
」
と
い
う
。
） 

七 

前
号
に
掲
げ
る
弁
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

附
属
品
再
検
査
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
四
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け

た
こ
と
の
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
四
十
九
条
の
三
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
五
（
同
法

第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
刻
印
が
な
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

附
属
品
再
検
査
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
四
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
刻
印
が
な

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

八 

容
器
安
全
弁
が
作
動
し
た
と
き
に
水
素
ガ
ス
を
放
出
す
る
方
向
は
、
屋
根
上
面
よ
り
上
方
で
あ
っ
て
、
常
時
停

車
す
る
区
域
に
お
け
る
電
車
線
及
び
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
車
両
の
装
置
等
を
避
け
た
方
向
と
す
る
こ
と

。 イ 

乗
務
員
室
、
客
室
及
び
旅
客
用
乗
降
口
等 



 

ロ 

水
素
ガ
ス
容
器 

ハ 
露
出
し
た
電
気
端
子
、
電
気
開
閉
器
そ
の
他
の
電
気
的
要
因
に
よ
り
水
素
ガ
ス
に
着
火
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

装
置 

 

（
水
素
配
管
等
） 

第
六
条 

水
素
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
の
水
素
ガ
ス
の
流
路
の
構
成
部
品
で
あ
っ
て
、
水
素
ガ
ス
容
器
、
主
止
弁
、
容
器
逆
止

弁
及
び
容
器
安
全
弁
を
除
く
部
分
（
以
下
「
水
素
配
管
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

十
分
な
気
密
性
及
び
耐
久
性
を
有
す
る
堅
ろ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

移
動
及
び
損
傷
が
生
じ
な
い
よ
う
に
取
り
付
け
る
こ
と
。 

三 

床
下
に
取
り
付
け
る
場
合
は
、
台
枠
の
幅
の
内
側
に
配
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
相
当
の
強
度
を
有
す
る
も
の

に
よ
っ
て
防
護
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

四 

車
体
前
面
、
車
体
妻
部
及
び
連
結
し
た
車
両
間
に
取
り
付
け
な
い
こ
と
。 

五 

漏
え
い
し
た
水
素
ガ
ス
が
滞
留
し
な
い
、
か
つ
、
乗
務
員
室
及
び
客
室
等
へ
侵
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
と

す
る
こ
と
。 

六 

両
端
が
固
定
さ
れ
た
水
素
配
管
は
、
中
間
の
適
当
な
部
分
が
湾
曲
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
支
持
点
の

間
隔
を
一
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。 



 

七 

水
素
ガ
ス
の
充
塡
口
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
位
置
に
取
り
付
け
る
こ
と
。 

イ 
容
易
に
充
塡
で
き
る
位
置 

ロ 
露
出
し
た
電
気
端
子
、
電
気
開
閉
器
そ
の
他
の
電
気
的
要
因
に
よ
り
水
素
ガ
ス
に
着
火
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

装
置
か
ら
離
れ
た
位
置 

ハ 

乗
務
員
室
、
客
室
そ
の
他
換
気
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
所
を
避
け
た
位
置 

八 

充
塡
時
以
外
に
水
素
ガ
ス
の
充
塡
口
と
水
素
ガ
ス
容
器
の
間
の
流
路
を
遮
断
す
る
た
め
の
弁
（
以
下
「
水
素
ガ

ス
充
塡
弁
」
と
い
う
。
）
を
水
素
ガ
ス
の
充
塡
口
の
直
近
に
取
り
付
け
る
こ
と
。 

九 

水
素
ガ
ス
の
圧
力
を
所
定
の
圧
力
に
調
整
す
る
弁
（
以
下
「
減
圧
弁
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
適

合
す
る
こ
と
。 

イ 

水
素
ガ
ス
の
圧
力
を
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
に
調
整
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

主
止
弁
よ
り
下
流
に
取
り
付
け
る
こ
と
。 

十 

水
素
ガ
ス
充
塡
弁
か
ら
水
素
ガ
ス
容
器
ま
で
及
び
水
素
ガ
ス
容
器
か
ら
減
圧
弁
ま
で
の
水
素
配
管
等
は
、
次
の

イ
及
び
ロ
に
適
合
す
る
こ
と
。 

イ 

水
素
脆
性
を
考
慮
し
た
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
。 

ロ 

十
分
な
耐
圧
性
能
を
有
す
る
こ
と
。 

十
一 

水
素
ガ
ス
の
過
流
を
防
止
す
る
た
め
の
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。 



 

イ 

水
素
ガ
ス
容
器
の
水
素
ガ
ス
の
流
量
を
検
知
し
、
そ
の
流
量
が
異
常
に
増
加
し
た
場
合
に
、
自
動
的
に
水
素

ガ
ス
を
遮
断
す
る
又
は
水
素
ガ
ス
の
流
量
を
調
節
す
る
弁
（
以
下
「
過
流
防
止
弁
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、

主
止
弁
に
直
接
又
は
そ
の
直
近
の
下
流
に
取
り
付
け
ら
れ
た
も
の 

ロ 

水
素
ガ
ス
容
器
か
ら
減
圧
弁
ま
で
の
水
素
配
管
等
の
内
部
の
圧
力
を
検
知
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
圧
力
の
異

常
な
低
下
を
検
知
し
た
と
き
に
自
動
的
に
主
止
弁
を
閉
じ
る
も
の 

十
二 

減
圧
弁
の
二
次
側
の
圧
力
の
異
常
な
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
の
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
装
置

を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
減
圧
弁
の
二
次
側
に
あ
る
全
て
の
構
成
部
品
が
減
圧
弁
の
一
次
側
の
圧
力
に
対
す
る

耐
圧
性
能
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

減
圧
弁
の
二
次
側
の
圧
力
が
通
常
使
用
す
る
圧
力
の
中
で
最
も
高
い
圧
力
を
超
え
た
場
合
に
、
減
圧
弁
の
二

次
側
に
あ
る
装
置
の
耐
圧
性
能
以
下
の
圧
力
で
作
動
し
、
か
つ
、
二
次
側
の
装
置
の
保
護
に
必
要
な
流
量
の
水

素
ガ
ス
を
放
出
す
る
弁
（
以
下
「
水
素
供
給
用
安
全
弁
」
と
い
う
。
） 

ロ 

減
圧
弁
の
二
次
側
の
圧
力
を
検
知
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
通
常
使
用
す
る
圧
力
の
中
で
最
も
高
い
圧
力
を
超

え
た
こ
と
を
検
知
し
た
と
き
に
減
圧
弁
の
二
次
側
に
あ
る
装
置
の
耐
圧
性
能
以
下
の
圧
力
で
自
動
的
に
主
止
弁

を
閉
じ
る
も
の 

十
三 

第
五
条
第
八
号
の
規
定
は
、
水
素
供
給
用
安
全
弁
が
水
素
ガ
ス
を
放
出
す
る
方
向
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
水
素
ガ
ス
漏
え
い
検
知
器
） 



 

第
七
条 

水
素
ガ
ス
容
器
及
び
水
素
配
管
等
か
ら
の
水
素
ガ
ス
の
漏
え
い
を
検
知
し
や
す
い
位
置
に
、
水
素
ガ
ス
の
漏

え
い
を
検
知
す
る
装
置
（
以
下
「
水
素
ガ
ス
漏
え
い
検
知
器
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

水
素
ガ
ス
漏
え
い
検
知
器
は
、
水
素
ガ
ス
の
漏
え
い
を
検
知
し
た
と
き
に
、
主
止
弁
に
よ
り
水
素
ガ
ス
の
流
出
を

自
動
的
に
遮
断
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
乗
務
員
室
に
設
け
る
装
置
） 

第
八
条 

水
素
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
を
搭
載
し
た
列
車
の
乗
務
員
室
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

水
素
ガ
ス
漏
え
い
検
知
器
が
水
素
ガ
ス
の
漏
え
い
を
検
知
し
た
こ
と
を
警
報
す
る
装
置 

二 

水
素
ガ
ス
漏
え
い
検
知
器
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
こ
と
を
警
報
す
る
装
置 

三 

主
止
弁
を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る
操
作
装
置 

四 

水
素
ガ
ス
容
器
か
ら
減
圧
弁
ま
で
の
水
素
配
管
等
の
内
部
の
圧
力
を
表
示
す
る
装
置 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


